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税
理
士

山
本　

佐
代
子

経税部経税部
だよりだより

電
子
帳
簿
保
存
法
と
は
？

　

昨
今
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
等

で
も
よ
く
目
に
す
る
「
電
子

帳
簿
保
存
法
」
に
つ
い
て
ご

説
明
い
た
し
ま
す
。

　

我
々
税
理
士
も
、
令
和
５

年
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

る
「
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

方
式
」
に
気
を
と
ら
れ
て
い

る
最
中
に
、
令
和
４
年
１
月

１
日
か
ら
義
務
付
け
ら
れ
る

「
電
子
帳
簿
保
存
法
」
に
慌

て
ま
し
た
。

　

納
税
者
へ
の
周
知
が
行
き

届
い
て
な
い
、
運
用
上
の
準

備
が
間
に
合
わ
な
い
こ
と
等

か
ら
、
２
年
間
の
延
長
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
は

納
税
者
に
義
務
付
け
ら
れ
、

帳
簿
等
に
一
定
の
不
備
等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
「
青

色
申
告
の
取
消
し
」
の
処
分

が
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
が
続

く
中
、
各
種
補
助
金
、
支
援

金
等
の
申
請
の
際
に
、
確
定

申
告
書
が
会
計
ソ
フ
ト
等
を

　

電
子
帳
簿
保
存
法
で
は
、

主
に
所
得
税
法
及
び
法
人
税

法
に
お
い
て
、
①
「
電
子
帳

簿
」
（
確
定
申
告
書
等
の
決

算
書
、
総
勘
定
元
帳
等
の
帳

簿
の
こ
と
を
い
う
）
②
「
電

子
書
類
」（
取
引
に
関
し
て

　

情
報
（
デ
ー
タ
）
自
体
あ

る
い
は
記
録
に
用
い
ら
れ
る

媒
体
の
こ
と
で
は
な
く
、
一

定
の
順
序
に
よ
っ
て
読
み
だ

す
こ
と
が
で
き
る
、
情
報
が

記
録
・
保
存
さ
れ
た
状
態
に

あ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

（
国
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電

子
計
算
機
処
理
に
関
す
る
事

務
手
続
を
明
ら
か
に
し
た
書

類
）

（
入
力
担
当
者
）

１
―
仕
訳
デ
ー
タ
入
出
力

は
、
所
定
の
手
続
を
経
て
承

認
さ
れ
た
証
票
書
類
に
基
づ

き
、
入
力
担
当
者
が
行
う
。

（
仕
訳
デ
ー
タ
の
入
出
力
処

理
の
手
順
）

２
―
入
力
担
当
者
は
、
次
の

期
日
ま
で
に
仕
訳
デ
ー
タ
の

入
力
を
行
う
。

　

ま
ず
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

取
扱
説
明
書
等
で
電
子
帳
簿

相
手
方
か
ら
受
け
取
っ
た
注

文
書
・
領
収
書
等
や
、
相
手

方
に
交
付
し
た
こ
れ
ら
の
書

類
の
写
し
）
の
保
存
義
務
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

②
の
取
引
情
報
を
電
子
取

　

具
体
的
に
は
、
情
報
が
ハ

ー
ド
デ
ィ
ス
ク
、
コ
ン
パ
ク

ト
デ
ィ
ス
ク
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
磁

気
テ
ー
プ
、
ク
ラ
ウ
ド
（
ス

ト
レ
ー
ジ
）
サ
ー
ビ
ス
等
に

記
録
・
保
存
さ
れ
た
状
態
に

あ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

①
現
金
、
預
金
、
手
形
に
関

す
る
も
の

　

取
引
日
の
翌
日（
営
業
日
）

②
売
掛
金
に
関
す
る
も
の

　

請
求
書
の
発
行
日
の
翌
日

（
営
業
日
）

③
仕
入
、
外
注
費
に
関
す
る

も
の

　

検
収
日
の
翌
日
（
営
業
日
）

④
そ
の
他
の
勘
定
科
目
に
関

す
る
も
の

　

取
引
に
関
す
る
書
類
を
確

認
し
て
か
ら
１
週
間
以
内

（
仕
訳
デ
ー
タ
の
入
力
内
容

の
確
認
）

３
―
入
力
担
当
者
は
、
仕
訳

デ
ー
タ
を
入
力
し
た
日
に
入

力
内
容
の
確
認
を
行
い
、
入

力
誤
り
が
あ
る
場
合
は
こ
れ

を
速
や
か
に
訂
正
す
る
。

（
管
理
責
任
者
の
確
認
）

４
―
入
力
担
当
者
は
、
業
務

終
了
時
に
入
力
デ
ー
タ
に
関

す
る
デ
ー
タ
を
サ
ー
バ
に
転

送
す
る
。
管
理
責
任
者
は
こ

の
デ
ー
タ
の
確
認
を
速
や
か

に
行
う
。

（
管
理
責
任
者
の
確
認
後
の

訂
正
又
は
削
除
の
処
理
）

５
―
管
理
責
任
者
の
確
認

後
、
仕
訳
デ
ー
タ
に
誤
り
等

を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
入

力
担
当
者
は
、
管
理
責
任
者

の
承
認
を
得
た
上
で
そ
の
訂

※１ 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにして
いる場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります（スキャナ保存及び電子取引についても同様）。

※２ “優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。
（参考） 優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽

減措置」の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別控除（65万円）が適用できます。
　　　　 「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」とは、優良な電子帳簿に記録された事項に関して申告漏れが

あった場合に課される過少申告加算税が５％軽減される措置のことをいいます。

〈認証ロゴを使用できる場所〉
認証製品の梱包材、製品マニュアル、技術マニュアル、仕様書
ウェブページ等
〈国税庁HPの掲載場所〉
ホーム/法令等/その他法令解釈に関する情報/電子帳簿保存法
関係/JIIMA認証情報リスト

正
又
は
削
除
の
処
理
を
行

う
。

（
訂
正
又
は
削
除
記
録
の
保

存
）

６
―
５
の
場
合
は
、
管
理
責

任
者
は
訂
正
又
は
削
除
の
処

理
を
承
認
し
た
旨
の
記
録
を

残
す
。

令
和
４
年
１
月
１
日

令
和
４
年
１
月
１
日

以
後
に
行
う
ス
キ
ャ
ナ

以
後
に
行
う
ス
キ
ャ
ナ

保
存
に
つ
い
て
適
用

保
存
に
つ
い
て
適
用

（
１
）
税
務
署
長
の
事
前
承

認
制
度
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。

（
２
）
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
要

件
、
検
索
要
件
等
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
要
件
が
緩

和
さ
れ
ま
し
た
。

①
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
付
与

期
間
が
、
記
録
事
項
の
入
力

期
間
と
同
様
、
最
長
約
２
か

月
と
概
ね
７
営
業
日
以
内
と

さ
れ
ま
し
た
。

②
受
領
者
等
が
ス
キ
ャ
ナ
で

読
み
取
る
際
の
国
税
関
係
書

類
へ
の
自
署
が
不
要
と
さ
れ

ま
し
た
。

③
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
訂

正
又
は
削
除
を
行
っ
た
場
合

に
、
こ
れ
ら
の
事
実
及
び
内

容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
ク
ラ
ウ
ド
等
に
お
い
て
、

入
力
期
間
内
に
そ
の
電
磁
的

記
録
の
保
存
を
行
っ
た
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
は
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ

の
付
与
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

④
検
索
要
件
の
記
録
項
目
に

つ
い
て
、
取
引
年
月
日
そ
の

他
の
日
付
、
取
引
金
額
及
び

取
引
先
に
限
定
さ
れ
る
と
と

も
に
、
税
務
職
員
に
よ
る
質

問
検
査
権
に
基
づ
く
電
磁
的

記
録
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求

め
に
応
じ
る
場
合
に
は
、
範

囲
指
定
及
び
項
目
を
組
み
合

わ
せ
て
条
件
を
設
定
で
き
る

機
能
の
確
保
が
不
要
と
な
り

ま
し
た
。

（
３
）
適
正
事
務
処
理
要
件

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

（
４
）
ス
キ
ャ
ナ
保
存
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
に
関
連
し
た

不
正
（
隠
蔽
、
仮
装
さ
れ
た

事
実
）
が
あ
っ
た
場
合
の
重

加
算
税
が
10
％
加
算
さ
れ
る

措
置
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

保
存
法
の
「
優
良
な
電
子
帳

簿
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い

利
用
し
て
い
な
い
、
若
し
く

は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
も
利
用
し
な

い
で
手
書
き
で
申
告
書
の
提

出
を
さ
れ
て
い
る
納
税
者
の

方
の
中
（
も
ち
ろ
ん
手
書
き

の
確
定
申
告
書
の
提
出
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
）
で
、
控

え
の
収
受
印
が
不
鮮
明
・
申

告
書
類
等
に
記
載
の
数
字
の

判
別
が
出
来
な
い
等
の
理
由

で
支
援
金
等
の
申
請
を
取
り

下
げ
た
方
が
お
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
問
題
意
識
を
持

っ
た
政
府
が
、
記
帳
水
準
の

向
上
を
図
る
た
め
に
も
、
令

和
３
年
度
の
税
制
改
正
で

は
、
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル

化
を
踏
ま
え
、
経
理
の
電
子

化
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
、

記
帳
水
準
の
向
上
等
に
資
す

る
た
め
、
国
税
関
係
帳
簿
書

類
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保

存
等
の
手
続
及
び
要
件
に
つ

い
て
抜
本
的
な
見
直
し
が
行

わ
れ
、
電
子
取
引
に
よ
り
授

受
し
た
取
引
情
報
の
保
存
方

法
等
に
つ
い
て
も
見
直
し
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

引
（
Ｅ
Ｄ
Ｉ
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
）
に
よ
り
授
受
し
た
場

合
に
は
、
現
在
は
紙
で
出
力

し
た
も
の
を
保
存
し
て
い
ま

す
が
、
新
た
に
電
子
取
引
に

よ
り
授
受
し
た
注
文
書
・
領

収
書
等
の
取
引
情
報
に
つ
い

て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
（
外
部
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
す
シ
ス

テ
ム
）
等
を
利
用
し
て
保
存

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

電
子
帳
簿
保
存
法
（
電
子

計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す

る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保

存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
）
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

⑴
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
う

ち
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て

作
成
し
て
い
る
国
税
関
係
帳

簿
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
要
件
の
下
で
、
電
磁
的
記

録
等
（
電
磁
的
記
録
又
は
電

子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
（
以
下
「
Ｃ
Ｏ
Ｍ
」

と
い
う
）
に
よ
る
保
存
等

（
国
税
関
係
帳
簿
の
場
合
に

は
備
付
け
及
び
保
存
を
い

う
。
以
下
同
様
）
が
認
め
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
取
引
の
相
手
先
か

ら
受
け
取
っ
た
請
求
書
等
及

び
自
己
が
作
成
し
た
こ
れ
ら

の
写
し
等
の
国
税
関
係
書
類

（
決
算
関
係
書
類
を
除
く
）

に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
保

存
に
代
え
て
、
一
定
の
要
件

の
下
で
、
ス
キ
ャ
ン
文
書
に

よ
る
保
存
が
認
め
ら
れ
ま

す
。

⑵
所
得
税
（
源
泉
徴
収
に
係

る
所
得
税
を
除
く
）
及
び
法

人
税
の
保
存
義
務
者
が
、
い

わ
ゆ
る
Ｅ
Ｄ
Ｉ
取
引
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
取
引

等
の
電
子
取
引
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
電
子
取
引
に
よ
り

授
受
し
た
取
引
情
報
（
注
文

書
・
領
収
書
等
に
通
常
記
載

さ
れ
る
事
項
）
を
電
磁
的
記

録
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
日
本

文
書
情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協

会
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」

と
い
う
）
に
お
い
て
、
市
販

の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
（
以
下

「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
」
と
い

い
う
）
を
対
象
に
、
電
子
帳

簿
保
存
法
に
お
け
る
優
良
な

電
子
帳
簿
の
要
件
（
改
正
前

の
電
子
帳
簿
保
存
法
の
保
存

要
件
に
相
当
す
る
要
件
）
適

合
性
の
確
認
（
認
証
）
を
行

っ
て
お
り
、
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ａ
が

確
認
（
認
証
）
し
た
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
等
に
つ
い
て
は
、
図

表
１
の
マ
ー
ク
か
ら
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
．
は
じ
め
に

１
．
は
じ
め
に

２
．
電
子
帳
簿
保
存
法
と
は

２
．
電
子
帳
簿
保
存
法
と
は

３
．
電
磁
的
記
録

３
．
電
磁
的
記
録

５
．
シ
ス
テ
ム
関
係
、

５
．
シ
ス
テ
ム
関
係
、

　

事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

４
．
優
良
な
電
子
帳
簿
と
は

４
．
優
良
な
電
子
帳
簿
と
は

保存要件概要保存要件概要
改正前改正前

➡

改正後改正後

優良優良 その他その他

記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確
認できる電子計算機処理システムを使用すること ○ ○ ―

通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実
を確認できる電子計算機処理システムを使用すること ○ ○ ―

電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項
との間において、相互にその関連性を確認できること ○ ○ ―

システム関係書類等（システム概要書、システム仕様書、操作説明
書、事務処理マニュアル等）を備え付けること ○ ○ ○

保存場所に、電子計算機（パソコン等）、プログラム、ディスプレ
イ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に
整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく
こと

○ ○ ○

検
索
要
件

①
取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に
応じた主要な記録項目により検索できること
　改正後、記録項目は取引年月日、取引金額、取引先に限定

○ ○ ―

② 日付又は金額の範囲指定により検索できること ○ ○※１ ―

③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索で
きること ○ ○※１ ―

税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求め
に応じることができるようにしていること ― ―※１ ○※２

【電子帳簿保存要件の概要】

【図表１】認証ロゴ
　　　　　（令和３年６月現在使用されているもの）

又は

若しくは

又は

若しくは

若しくは若しくは

電子帳簿

電子書類


